
業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 具体例
保存
期間

保存期間終了時
の措置

⑴行政手続法第２条第３
号の許認可等（以下「許
認可等」という。）に関
する重要な経緯

許認可等をするための決裁文書その他
許認可等に至る過程が記録された文書

・審査案
・理由

許認可等の効
力が消滅する
日に係る特定
日以後5年

廃棄

⑵行政手続法第２条第４
号の不利益処分（以下
「不利益処分」とい
う。）に関する重要な経
緯

不利益処分をするための決裁文書その
他当該処分に至る過程が記録された文
書

・処分案
・理由

処分がされる
日に係る特定
日以後５年

廃棄

①不服申立書又は口頭による不服申立
てにおける陳述の内容を録取した文書

・不服申立書
・録取書

②裁決、決定その他の処分をするため
の決裁文書その他当該処分に至る過程
が記録された文書

・弁明書
・反論書
・意見書

③裁決書又は決定書 ・裁決・決定書

①訴訟の提起に関する文書 ・訴状
・期日呼出状

②訴訟における主張又は立証に関する
文書

・答弁書
・準備書面
・各種申立書
・口頭弁論・証人等調書
・書証

③判決書又は和解調書 ・判決書
・和解調書

標準文書保存期間基準（　第三管区海上保安本部　清水海上保安部　管理課　）　
令和６年１２月２日　現在

事　項

個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯

1 個人の権利義務の得
喪及びその経緯

⑶不服申立てに関する審
議会等における検討その
他の重要な経緯

裁決、決定そ
の他の処分が
される日に係
る特定日以後
10年

廃棄、ただし、以
下について移管
・法令の解釈やそ
の後の政策立案等
に大きな影響を与
えた事件に関する
もの

⑷国又は行政機関を当事
者とする訴訟の提起その
他の訴訟に関する重要な
経緯

訴訟が終結す
る日に係る特
定日以後10年

廃棄、ただし、以
下について移管
・法令の解釈やそ
の後の政策立案等
に大きな影響を与
えた事件に関する
もの



業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 具体例
保存
期間

保存期間終了時
の措置

事　項

⑴許認可等に関する重要
な経緯

許認可等をするための決裁文書その他
許認可等に至る過程が記録された文書

・審査案
・理由

許認可等の効
力が消滅する
日に係る特定
日以後5年

廃棄

⑵不利益処分に関する重
要な経緯

不利益処分をするための決裁文書その
他当該処分に至る過程が記録された文
書

・処分案
・理由

処分がされる
日に係る特定
日以後５年

廃棄

①不服申立書又は口頭による不服申立
てにおける陳述の内容を録取した文書

・不服申立書
・録取書

②裁決、決定その他の処分をするため
の決裁文書その他当該処分に至る過程
が記録された文書

・弁明書
・反論書
・意見書

③裁決書又は決定書 ・裁決・決定書

①訴訟の提起に関する文書 ・訴状
・期日呼出状

②訴訟における主張又は立証に関する
文書

・答弁書
・準備書面
・各種申立書
・口頭弁論・証人等調書
・書証

③判決書又は和解調書 ・判決書
・和解調書

①立案の検討に関する調査研究文書 ・自治体・民間企業の状況調査
・関係団体・関係者のヒアリング

②制定又は改廃のための決裁文書 ・訓令案・通達案
・行政文書管理規則案
・公印規程案

①行政文書ファイル管理簿その他の業
務に常時利用するものとして継続的に
保存すべき行政文書

・行政文書ファイル管理簿 常用（無期
限）

②取得した文書の管理を行うための帳
簿

・受付簿 5年

その他の事項

3 通達の制定又は改廃
及びその経緯

訓令及び通達の立案の検
討その他の重要な経緯
（１の項から2の項まで
に掲げるものを除く。）

10年 廃棄

4 文書の管理等に関す
る事項

文書の管理等

廃棄

以下については、
移管
・移管・廃棄簿

⑶不服申立てに関する審
議会等における検討その
他の重要な経緯

裁決、決定そ
の他の処分が
される日に係
る特定日以後
10年

廃棄、ただし、以
下について移管
・法令の解釈やそ
の後の政策立案等
に大きな影響を与
えた事件に関する
もの

⑷国又は行政機関を当事
者とする訴訟の提起その
他の訴訟に関する重要な
経緯

訴訟が終結す
る日に係る特
定日以後10年

廃棄、ただし、以
下について移管
・法令の解釈やそ
の後の政策立案等
に大きな影響を与
えた事件に関する
もの

2 法人の権利義務の得
喪及びその経緯



業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 具体例
保存
期間

保存期間終了時
の措置

事　項

③決裁文書の管理を行うための帳簿 ・決裁簿 30年

④行政文書ファイル等の移管又は廃棄
の状況が記録された帳簿（⑤に掲げる
ものを除く。）

・移管・廃棄簿 20年

⑤第22条第4項に規定する行政文書
ファイル等の廃棄の記録

・廃棄の記録 5年

5 契約に関する事項 契約に関する重要な経緯
（1の項から4の項までに
掲げるものを除く。）

契約に係る決裁文書及びその他契約に
至る過程が記録された文書

・仕様書案
・協議・調整経緯

契約が終了す
る日に係る特
定日以後5年

廃棄

⑴部の分掌事務の総合整
理に関すること

部の分掌事務の総合整理に関する文書 ・海上保安部等次長の行う職務の範囲等を定める
規則に基づく通知文書

⑵幹部職員の交代に関す
ること

幹部職員の引継ぎに関する文書 ・所管事項説明資料
・引継書

⑶行政事務の運営の合理
化に関すること

業務遂行基本方針に関する文書 ・業務遂行基本方針

⑷官用車の運用に関する
こと

官用車の運用に関する文書 ・運転日誌
・自動車運転者指名簿

3年

①業務に常時利用するものとして継続
的に保存すべき行政文書

・標準文書保存期間基準（保存期間表） 常用（無期
限）

②秘密文書の管理に関する文書 ・秘密文書管理簿 10年

③行政文書整理月間に関する文書 ・国土交通省文書整理月間の実施について(通知･
報告)

④行政文書管理の監査に関する文書 ・行政文書管理に関する監査の実施について
・監査結果通知

⑤上記の類型に掲げる以外の文書 ・行政文書の取扱について 1年

⑥行政文書管理監査に係る文書 ・行政文書監査実施計画書 5年

6 部の分掌事務の総合
整理に関する事項

5年 廃棄

7 文書の取扱に関する
事項

文書管理に関すること

廃棄

5年

清水海上保安部管理課の所掌に係る事務

4 文書の管理等に関す
る事項

文書の管理等

廃棄

以下については、
移管
・移管・廃棄簿



業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 具体例
保存
期間

保存期間終了時
の措置

事　項

8 海上保安部長の官印
及び海上保安部印の
管理に関する事項

海上保安部長の官印及び
海上保安部印の管理に関
すること

海上保安部長の官印及び海上保安部印
の管理に関する文書

・公印押印簿 30年 廃棄

9 留置業務に関する事
項

留置業務に関すること 留置業務に関する文書 ・留置業務
・被疑者取調べの監査に関する文書

5年 廃棄

10 事故等の監察に関す
る事項

業務監察に関すること 事故等監察に関する文書 ・事故等速報
・事故等報告書

5年 廃棄

11 公益通報に関する事
項

公益通報に関すること 公益通報に関する文書 ・公益通報関連文書 10年 廃棄

12 犯罪被害者等の支援
に関する事項（他の
課に属することを除
く）

犯罪被害者等の支援に関
すること（他の課に属す
ることを除く）

犯罪被害者等の支援に関する文書（他
の課に属することを除く）

・犯罪被害支援関連規則 10年 廃棄

(1)広報に関すること 広報に関することに関する文書 ・広報掲載立案文書
・広報掲載依頼文書
・広報資料

5年 廃棄
以下について移管
・事件、事故、災
害にかかる広報資
料

(2)第三管区海上保安本
部のウェブサイトによる
公報

第三管区海上保安本部のウェブサイト
上の掲載文書

・ウェブサイト掲載コメント
・ウェブサイト掲載文書

常用（無期
限）

14 便宜供与に関する事
項

便宜供与に関すること 便宜供与に関する文書 ・便宜供与関係文書
・名義使用承認関係

5年 廃棄

15 危機管理に関する事
務の総括に関する事
項

危機管理に関すること ①業務継続計画に関する文書
②海上災害に関する文書
③自然災害に関する文書
④事故災害等情報連絡要領に関する文
書
⑤感染症に関する文書
⑥テロに関する文書
⑦国民保護法に関する文書
⑧庶務に関する文書

・対策本部の設置に係る通知文書
・対処要領に関する通知文書

10年 廃棄

①再就職に関する文書
②勤務地指定に関する文書

・再就職届
・勤務箇所指定通知

10年16 職員の人事・給与に
関する事項

⑴服務に関すること 廃棄

13 広報に関する事項



業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 具体例
保存
期間

保存期間終了時
の措置

事　項

①公務員倫理に関する文書
②株取引等に関する文書
③贈与等報告に関する文書

・倫理研修実施状況報告
・株取引等報告書、所得等報告書
・贈与等報告書

5年

①綱紀粛正に関する文書
②兼業・兼職に関する文書
③委員等の委嘱に関する文書

・年末年始等における綱紀粛正通知
・兼業等の承認申請文書等
・委員への委嘱関連文書

3年

⑵職員の外国出張に関す
ること

外国出張に関する文書 ・出張発令通知
・公用旅券発給申請書

3年 廃棄

①勤務時間・休暇に関する文書 ・勤務時間割振
・出勤簿、休暇簿等
・勤務時間に関する人事院報告

5年

②超過勤務縮減に関する文書 ・超過勤務縮減週間 3年

⑷証票及び身分証明書に
関すること

証票、身分証明書に関する文書 ・証票貸与申請書及び返納報告書
・身分証明書貸与申請書及び返納報告書
・証票出入報告書
・証票整理簿
・証票等事故届

10年 廃棄

⑸職員の服制に関するこ
と

服制に関する文書 ・被服の着用に関する文書 10年 廃棄

⑹懲戒に関すること 懲戒に関する文書 ・懲戒処分に関する文書等 10年 廃棄

・人事異動の発令
・異動上申、辞職上申等

30年

・職員の任命に関する例規通達等 10年

・職員の人事異動計画
・予備員の勤務指定

5年

②面談報告に関する文書 ・面談報告書の提出及び管理要領 5年

③初任者に関する申し送りに関する文
書

・初任者に関する申し送り 1年

①人事記録の整備に関する文書 ・海技免状更新報告等 5年

・履歴書、在職証明書等 3年

・乗船履歴証明書交付 1年

⑼職員の人事評価に関す
ること

人事評価の協議・報告に関する文書 ・評価者及び調整者の指定
・苦情処理

10年 廃棄

16 職員の人事・給与に
関する事項

⑴服務に関すること 廃棄

⑶勤務時間、休日及び休
暇に関すること

廃棄

⑺任免に関すること ①人事異動に関する文書 廃棄

⑻人事記録の作成及び保
管に関すること

廃棄

②人事記録に基づく各証明に関する文
書



業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 具体例
保存
期間

保存期間終了時
の措置

事　項

⑽給与法規に関すること ①給与簿等に関する文書
②俸給等の是正に関する文書

・給与支給に関する通知文書、報告文書等
・給与簿監査の実施について（通知）

5年 廃棄

・諸手当支給状況等調査について
・勤勉手当における成績区分毎の対象者数につい
て

5年

・超過勤務手当の配布について 3年

⑿旅費法規に関すること
（ 職務旅費に関するも
のに限る。）

職務旅費に関する文書 ・職務旅費支給に関する通知文書 10年 廃棄

⑾職員の諸手当に関する
こと

諸手当に関する文書 廃棄

16 職員の人事・給与に
関する事項



業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 具体例
保存
期間

保存期間終了時
の措置

事　項

⒀給与簿等監査、職務調
査に関すること

給与簿等監査、職務調査等の実施に関
する文書

・給与簿等監査、職務調査等実施通知 1年 廃棄

17 表彰に関する事項 表彰に関すること 表彰に関する文書 ・上部機関への上申文書及び決定通知文書
・部署長表彰に係る文書

10年 廃棄

⑴研修に関すること 研修に関する文書 ・研修実施通知等

⑵海上保安庁技能検定に
関すること（他課が所掌
しているものを除く）

海上保安庁技能検定に関する文書 ・技能検定実施計画等

⑴採用試験に関すること 採用試験関連文書 ・採用試験関係書類

⑵人材確保対策に関する
こと

人材確保関連文書 ・学生募集活動年間活動計画
・学生募集活動年間活動報告

・各感染症に関する文書
・各ハラスメントに関する文書
・惨事ストレス対策に関する文書
・上記以外の健康管理に関する文書

10年

・公務災害
・年次災害
・職員相談関係
・一般健診・人間ドック申請・結果
・健診・予防接種関係
・健康診断表（退職者分）
・健康管理医の委嘱関係
・指導区分管理

5年

・健康安全管理会議に関する文書
・国家公務員安全週間に関する文書

3年

①安否確認要領に関する文書 ・安否確認要領 10年

②安否確認訓練実施に関する文書 ・安否確認訓練の実施 １年

21 職員に貸与する宿舎
に関する事項

職員に貸与する宿舎に関
すること

職員に貸与する宿舎に関する文書 ・宿舎貸与申請書
・宿舎貸与要望書
・宿舎（自動車の保管場所）貸与申請書
・宿舎退去届・自動車の保管場所使用廃止届
・宿舎明渡猶予関連文書
・公務員宿舎使用料の通知
・住宅事情調査関連文書
・宿舎維持管理に関する発議書類一式

5年 廃棄

22 職員の公務災害の補
償に関する事項

公務災害の補償に関する
こと

補償・給付に関する文書 ・公務災害補償
・審査申立

完結の日から
5年

廃棄

20 職員の福利厚生並び
に健康及び安全管理
に関する事項

⑴職員の福利厚生並びに
健康及び安全管理に関す
ること

職員の福利厚生並びに健康及び安全管
理に関する文書

廃棄

⑵安否確認システムに関
すること

19 採用試験及び人材確
保対策に関する事項

3年 廃棄

18 職員の教養及び訓練
に関する事項

3年 廃棄

16 職員の人事・給与に
関する事項



業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 具体例
保存
期間

保存期間終了時
の措置

事　項

23 情報通信システムの
整備及び管理に関す
る事項

情報通信システムの管
理、運用に関すること

①情報システムの取扱いに関する文書
②情報システムの申請等に関する文書

・情報システムに関する指示、通知、報告文書
・情報システムに関する種許可、申請、承認文書

3年 廃棄

24 職員相談業務に関す
る事項

職員相談の実施に関する
こと

①職員相談実施報告書
②その他の相談に関する調書

職員相談業務に関する文書 5年 廃棄

①旅費法規に関する文書（職務旅費に
関するものを除く。）

・旅費支給に関する通知文書 10年

②予算の執行手続きに関する文書 ・契約締結通知書
・請求書、支出調書、検査確認書、検査調書
・旅費請求書類一式

⑵予算要求に関すること 予算要求に関する文書 ・施設整備計画書に関する文書
・需要量調書に関する文書
・営繕計画に関する文書
・保全実態調査に関する文書
・上記以外の予算要求に関する文書

⑶会計監査に関すること 会計監査に関する文書 ・実施通知

・国有財産管理台帳
・国有財産関係船舶国籍証書の検認

30年

・国有財産使用許可及び承認 5年

27 歳入歳出外現金出納
官吏の事務に関する
事項

歳入歳出外現金出納官吏
の事務に関すること

歳入歳出外現金出納官吏の事務に関す
る文書

・保管金受領証書
・担保金領収報告書

5年 廃棄

25 予算に関する事項 ⑴予算の執行手続きに関
すること

廃棄

5年

26 国有財産管理に関す
る事項

国有財産管理に関するこ
と

国有財産管理に関する文書 廃棄



業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 具体例
保存
期間

保存期間終了時
の措置

事　項

⑴発議事務に関すること 発議事務に関する文書 ・発議関連書類一式
・監督・検査職員の任命書

⑵物品管理に関すること 物品管理に関する文書 ・供用官検査及び交替時検査関連文書
・物品の増減報告に関する文書
・物品の調査に関する文書
・銃刀法通知
・自動車整備計画
・物品亡失・損傷報告
・管理換指示書
・物品受領、返納命令書
・上記以外の物品管理に関する文書

⑴会計管理システムに関
すること

会計管理システムに関する文書 ・マニュアル

⑵燃料報告システムに関
すること

燃料報告システムに関する文書 ・マニュアル

30 海上保安協会支部の
指導、監督に関する
事項

海上保安協会支部の指
導、監督に関すること

海上保安協会支部の指導、監督に関す
る文書

・海上保安協会関連規則 5年 廃棄

31 所管以外の周知文書 他省庁や他課等からの周
知文書で所管以外のもの

周知文書 ・周知文書 1年 廃棄

32 所掌事務に関する事
項共通

全業務共通 ①別途、正本・原本が管理されている
業務文書の写し
②定型的・日常的な業務連絡、日程表
等
③出版物や公表物を編集した文書
④海上保安庁の所掌事務に関する事実
関係の問合せへの対応
⑤明白な誤り等の客観的な正確性の観
点から利用に適さなくなった文書
⑥意思決定の途中段階で作成したもの
で、当該意思決定に与える影響がない
ものとして、長期間の保存を要しない
と判断される文書

1年未満 廃棄

28 補給調達に関する事
項

5年 廃棄

29 支援業務システムに
関する事項

5年 廃棄



業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 具体例
保存
期間

保存期間終了時
の措置

⑴行政手続法第２条第３
号の許認可等（以下「許
認可等」という。）に関
する重要な経緯

許認可等をするための決裁文書その他
許認可等に至る過程が記録された文書

・審査案
・理由

許認可等の効
力が消滅する
日に係る特定
日以後5年

廃棄

⑵行政手続法第２条第４
号の不利益処分（以下
「不利益処分」とい
う。）に関する重要な経
緯

不利益処分をするための決裁文書その
他当該処分に至る過程が記録された文
書

・処分案
・理由

処分がされる
日に係る特定
日以後５年

廃棄

①不服申立書又は口頭による不服申立
てにおける陳述の内容を録取した文書

・不服申立書
・録取書

②裁決、決定その他の処分をするため
の決裁文書その他当該処分に至る過程
が記録された文書

・弁明書
・反論書
・意見書

③裁決書又は決定書 ・裁決・決定書

①訴訟の提起に関する文書 ・訴状
・期日呼出状

②訴訟における主張又は立証に関する
文書

・答弁書
・準備書面
・各種申立書
・口頭弁論・証人等調書
・書証

③判決書又は和解調書 ・判決書
・和解調書

標準文書保存期間基準（　第三管区海上保安本部　清水海上保安部　警備救難課　）
令和６年１２月２日　現在

事　項

個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯

1 個人の権利義務の得
喪及びその経緯

⑶不服申立てに関する審
議会等における検討その
他の重要な経緯

裁決、決定そ
の他の処分が
される日に係
る特定日以後
10年

廃棄、ただし、以
下について移管
・法令の解釈やそ
の後の政策立案等
に大きな影響を与
えた事件に関する
もの

⑷国又は行政機関を当事
者とする訴訟の提起その
他の訴訟に関する重要な
経緯

訴訟が終結す
る日に係る特
定日以後10年

廃棄、ただし、以
下について移管
・法令の解釈やそ
の後の政策立案等
に大きな影響を与
えた事件に関する
もの



業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 具体例
保存
期間

保存期間終了時
の措置

事　項

⑴許認可等に関する重要
な経緯

許認可等をするための決裁文書その他
許認可等に至る過程が記録された文書

・審査案
・理由

許認可等の効
力が消滅する
日に係る特定
日以後5年

廃棄

⑵不利益処分に関する重
要な経緯

不利益処分をするための決裁文書その
他当該処分に至る過程が記録された文
書

・処分案
・理由

処分がされる
日に係る特定
日以後５年

廃棄

①不服申立書又は口頭による不服申立
てにおける陳述の内容を録取した文書

・不服申立書
・録取書

②裁決、決定その他の処分をするため
の決裁文書その他当該処分に至る過程
が記録された文書

・弁明書
・反論書
・意見書

③裁決書又は決定書 ・裁決・決定書

①訴訟の提起に関する文書 ・訴状
・期日呼出状

②訴訟における主張又は立証に関する
文書

・答弁書
・準備書面
・各種申立書
・口頭弁論・証人等調書
・書証

③判決書又は和解調書 ・判決書
・和解調書

①立案の検討に関する調査研究文書 ・自治体・民間企業の状況調査
・関係団体・関係者のヒアリング

②制定又は改廃のための決裁文書 ・訓令案・通達案
・行政文書管理規則案
・公印規程案

その他の事項

3 通達の制定又は改廃
及びその経緯

訓令及び通達の立案の検
討その他の重要な経緯
（１の項から2の項まで
に掲げるものを除く。）

10年 廃棄

2 法人の権利義務の得
喪及びその経緯

⑶不服申立てに関する審
議会等における検討その
他の重要な経緯

裁決、決定そ
の他の処分が
される日に係
る特定日以後
10年

廃棄、ただし、以
下について移管
・法令の解釈やそ
の後の政策立案等
に大きな影響を与
えた事件に関する
もの

⑷国又は行政機関を当事
者とする訴訟の提起その
他の訴訟に関する重要な
経緯

訴訟が終結す
る日に係る特
定日以後10年

廃棄、ただし、以
下について移管
・法令の解釈やそ
の後の政策立案等
に大きな影響を与
えた事件に関する
もの



業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 具体例
保存
期間

保存期間終了時
の措置

事　項

①行政文書ファイル管理簿その他の業
務に常時利用するものとして継続的に
保存すべき行政文書

・行政文書ファイル管理簿 常用（無期
限）

②取得した文書の管理を行うための帳
簿

・受付簿 5年

③決裁文書の管理を行うための帳簿 ・決裁簿 30年

④行政文書ファイル等の移管又は廃棄
の状況が記録された帳簿（⑤に掲げる
ものを除く。）

・移管・廃棄簿 20年

⑤第22条第4項に規定する行政文書
ファイル等の廃棄の記録

・廃棄の記録 5年

5 契約に関する事項 契約に関する重要な経緯
（1の項から25の項まで
に掲げるものを除く。）

契約に係る決裁文書及びその他契約に
至る過程が記録された文書

・仕様書案
・協議・調整経緯

契約が終了す
る日に係る特
定日以後5年

廃棄

・各対策強化期間の実施報告(刑事課にかかるも
の）

5年 廃棄

・各対策強化期間の実施報告(国際刑事課にかかる
もの）

10年

7 立入検査に関する事
項

立入検査に関すること 立入検査に関する文書 ・立入検査等実施規則 10年 廃棄

8 海上における犯罪の
捜査及びこれに係る
犯人又は被疑者の逮
捕に関する事項

海上における犯罪の捜査
及びこれに係る犯人又は
被疑者の逮捕に関するこ
と

海上における犯罪の捜査及びこれに係
る犯人又は被疑者の逮捕に関する文書

・捜査に関する例規 10年
（例規の立案
等、主管する
ものは30年）

廃棄

9 外国による日本船舶
のだ捕に関する事項

外国による日本船舶のだ
捕に関すること

外国による日本船舶のだ捕に関する文
書

・例規 10年 廃棄

6 海上における法令の
励行及び犯罪の予防
に関する事項

海上における法令の励行
及び犯罪の予防に関する
こと

海上における法令の励行及び犯罪の予
防に関する文書

清水海上保安部警備救難課の所掌に係る事務

4 文書の管理等に関す
る事項

文書の管理等

廃棄

以下については、
移管
・移管・廃棄簿



業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 具体例
保存
期間

保存期間終了時
の措置

事　項

10 海上における公共の
秩序の維持並びにこ
れがために必要な情
報の収集、通報、整
理、調査及び研究に
関する事項

海上における公共の秩序
の維持並びにこれがため
に必要な情報の収集、通
報、整理、調査及び研究
に関すること

海上における公共の秩序の維持並びに
これがために必要な情報の収集、通
報、整理、調査及び研究に関する文書

・警備一般 10年 廃棄

11 外国人が行う漁業に
関する事項

外国人が行う漁業に関す
ること

外国人が行う漁業に関する文書 ・外国人が行う漁業に関する文書 5年 廃棄

12 海上における警衛及
び警護に関する事項

海上における警衛及び警
護に関すること

海上における警衛及び警護に関する文
書

・警衛実施関連 10年
（例規の立案
等、主管する
ものは30年）

廃棄

13 国際捜査共助に関す
る事項

国際捜査共助に関するこ
と

国際捜査共助に関する文書 ・国際捜査共助共助規則 10年 廃棄

14 海洋汚染等及び海上
災害の防止に関する
法律（昭和45年法律
第136号）第2章、第
2章の2、第3章、第4
章、第4章の2及び第
7章の規定に基づく
確認、登録及び届出
に関する事項

海洋汚染等及び海上災害
の防止に関する法律（昭
和45年法律第136号）第2
章、第2章の2、第3章、
第4章、第4章の2及び第7
章の規定に基づく確認、
登録及び届出に関するこ
と

海洋汚染等及び海上災害の防止に関す
る法律（昭和45年法律第136号）第2
章、第2章の2、第3章、第4章、第4章
の2及び第7章の規定に基づく確認、登
録及び届出に関する文書

・海洋汚染対策
・海洋汚染に関する速報

30年 廃棄

15 海難救助及び天災事
変その他救済を必要
とする場合における
援助に関する事項

海難救助及び天災事変そ
の他救済を必要とする場
合における援助に関する
こと

海難救助及び天災事変その他救済を必
要とする場合における援助に関する文
書

・防災例規
・防災一般

10年
（例規の立案
等、主管する
ものは30年）

廃棄

16 海上の汚染の防止に
関する地方公共団
体、その他の関係機
関との連絡に関する
事項

海上の汚染の防止に関す
る地方公共団体、その他
の関係機関との連絡に関
すること

海上の汚染の防止に関する地方公共団
体、その他の関係機関との連絡に関す
る文書

業務協定
排出油等災害対策協議会

10年 廃棄



業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 具体例
保存
期間

保存期間終了時
の措置

事　項

17 海洋汚染等及び海上
災害の防止のための
措置に関する実施の
計画に関する事項

海洋汚染等及び海上災害
の防止のための措置に関
する実施の計画に関する
こと

海洋汚染等及び海上災害の防止のため
の措置に関する実施の計画に関する文
書

・防除措置命令 3年 廃棄

18 海洋汚染等及び海上
災害の防止のための
措置の実施に関する
事項

海洋汚染等及び海上災害
の防止のための措置の実
施に関すること

海洋汚染等及び海上災害の防止のため
の措置の実施に関する文書

・防除措置の実施の要請 5年 廃棄

19 遭難船舶の救護並び
に漂流物及び沈没品
の処理に関する法令
の励行に関する事項

遭難船舶の救護並びに漂
流物及び沈没品の処理に
関する法令の励行に関す
ること

遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没
品の処理に関する法令の励行に関する
文書

・法令 10年 廃棄

20 海上保安庁以外の者
で海難救助を行うも
のの監督に関する事
項

海上保安庁以外の者で海
難救助を行うものの監督
に関すること

海上保安庁以外の者で海難救助を行う
ものの監督に関する文書

・協力依頼
・表彰事務

3年 廃棄

21 死亡認定に関する事
項

死亡認定に関すること 死亡認定に関する文書 ・死亡認定に関する文書 30年 廃棄

22 警備救難用船舶及び
航空機の運用並びに
これらの行動記録の
作成及び保管に関す
る事項

警備救難用船舶及び航空
機の運用並びにこれらの
行動記録の作成及び保管
に関すること

警備救難用船舶及び航空機の運用並び
にこれらの行動記録の作成及び保管に
関する文書

・巡視船艇運用計画
・巡視船艇及び航空機運用の基本方針
・巡視船艇及び航空機運用の基本指針等例規

5年 廃棄

23 警備救難用船舶の配
属及び基地の調査に
関する事項

警備救難用船舶の配属及
び基地の調査に関するこ
と

警備救難用船舶の配属及び基地の調査
に関する文書

・船艇の配属換え
・船艇航空機就解役
・所属船艇就解役

5年 廃棄

・火工品の整備計画(救難業務にかかるもの） 3年 廃棄

・武器・弾薬関連
・火工品の整備計画

10年
（例規の立案
等、主管する
ものは30年）

25 警備救難用船舶及び
航空機の整備に関す
る事項

警備救難用船舶及び航空
機の整備に関すること

警備救難用船舶及び航空機の整備に関
する文書

・船舶普通整備マニュアル
・船舶整備目標

常用 廃船時に船舶技術
部あて返送のうえ、
船舶技術部にて廃棄

24 警備救難の業務に使
用する武器、火器、
火薬、爆薬、火工品
及び付属品の整備計
画、取扱いに関する
事項

警備救難の業務に使用す
る武器、火器、火薬、爆
薬、火工品及び付属品の
整備計画、取扱いに関す
ること

警備救難の業務に使用する武器、火
器、火薬、爆薬、火工品及び付属品の
整備計画、取扱いに関する文書



業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 具体例
保存
期間

保存期間終了時
の措置

事　項

26 海上警備、武器、制
圧等に関する事項

海上警備、武器、制圧等
に関すること

海上警備、武器、制圧等に関する文書 ・警備実施等
・武器関係

3年 廃棄

27 密輸密航作業に関す
る事項

密輸密航に関すること 密輸密航作業に関する文書 ・密輸密航月間等 3年 廃棄

28 情報通信に関する事
項

情報通信に関すること 海上保安業務で使用する通信（無線）
に関する文書

・無線関係
・通信運用

5年 廃棄

29 警備情報関連等に関
する事項

警備情報等に関すること 警備情報に関する文書 ・法令 5年 廃棄

30 船舶技術に関する事
項

船舶技術に関すること 船舶技術に関すること ・技術関連文書 １０年 廃棄

31 環境防災等に関する
事項

環境防災等に関すること 環境防災等に関する文書 ・環境月間等
・災害対策
・有害液体物質

3年 廃棄

32 所掌事務に関する事
項共通

全業務共通 ①別途、正本・原本が管理されている
業務文書の写し
②定型的・日常的な業務連絡、日程表
等
③出版物や公表物を編集した文書
④海上保安庁の所掌事務に関する事実
関係の問合せへの対応
⑤明白な誤り等の客観的な正確性の観
点から利用に適さなくなった文書
⑥意思決定の途中段階で作成したもの
で、当該意思決定に与える影響がない
ものとして、長期間の保存を要しない
と判断される文書

1年未満 廃棄



業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 具体例
保存
期間

保存期間終了時
の措置

⑴行政手続法第２条第３
号の許認可等（以下「許
認可等」という。）に関
する重要な経緯

許認可等をするための決裁文書その他
許認可等に至る過程が記録された文書

・審査案
・理由

許認可等の効
力が消滅する
日に係る特定
日以後5年

廃棄

⑵行政手続法第２条第４
号の不利益処分（以下
「不利益処分」とい
う。）に関する重要な経
緯

不利益処分をするための決裁文書その
他当該処分に至る過程が記録された文
書

・処分案
・理由

処分がされる
日に係る特定
日以後５年

廃棄

①不服申立書又は口頭による不服申立
てにおける陳述の内容を録取した文書

・不服申立書
・録取書

②裁決、決定その他の処分をするため
の決裁文書その他当該処分に至る過程
が記録された文書

・弁明書
・反論書
・意見書

③裁決書又は決定書 ・裁決・決定書

①訴訟の提起に関する文書 ・訴状
・期日呼出状

②訴訟における主張又は立証に関する
文書

・答弁書
・準備書面
・各種申立書
・口頭弁論・証人等調書
・書証

③判決書又は和解調書 ・判決書
・和解調書

標準文書保存期間基準（　第三管区海上保安本部　清水海上保安部　交通課　）
令和６年１２月２日　現在

事　項

個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯

1 個人の権利義務の
得喪及びその経緯

⑶不服申立てに関する審
議会等における検討その
他の重要な経緯

裁決、決定そ
の他の処分が
される日に係
る特定日以後
10年

廃棄、ただし、以下
について移管
・法令の解釈やその
後の政策立案等に大
きな影響を与えた事
件に関するもの

⑷国又は行政機関を当事
者とする訴訟の提起その
他の訴訟に関する重要な
経緯

訴訟が終結す
る日に係る特
定日以後10年

廃棄、ただし、以下
について移管
・法令の解釈やその
後の政策立案等に大
きな影響を与えた事
件に関するもの



業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 具体例
保存
期間

保存期間終了時
の措置

標準文書保存期間基準（　第三管区海上保安本部　清水海上保安部　交通課　）
令和６年１２月２日　現在

事　項

⑴許認可等に関する重要
な経緯

許認可等をするための決裁文書その他
許認可等に至る過程が記録された文書

・審査案
・理由

許認可等の効
力が消滅する
日に係る特定
日以後5年

廃棄

⑵不利益処分に関する重
要な経緯

不利益処分をするための決裁文書その
他当該処分に至る過程が記録された文
書

・処分案
・理由

処分がされる
日に係る特定
日以後５年

廃棄

①不服申立書又は口頭による不服申立
てにおける陳述の内容を録取した文書

・不服申立書
・録取書

②裁決、決定その他の処分をするため
の決裁文書その他当該処分に至る過程
が記録された文書

・弁明書
・反論書
・意見書

③裁決書又は決定書 ・裁決・決定書

①訴訟の提起に関する文書 ・訴状
・期日呼出状

②訴訟における主張又は立証に関する
文書

・答弁書
・準備書面
・各種申立書
・口頭弁論・証人等調書
・書証

③判決書又は和解調書 ・判決書
・和解調書

①立案の検討に関する調査研究文書 ・自治体・民間企業の状況調査
・関係団体・関係者のヒアリング

②制定又は改廃のための決裁文書 ・訓令案・通達案
・行政文書管理規則案
・公印規程案

その他の事項

3 通達の制定又は改
廃及びその経緯

訓令及び通達の立案の検
討その他の重要な経緯
（１の項から2の項まで
に掲げるものを除く。）

10年 廃棄

2 法人の権利義務の
得喪及びその経緯

⑶不服申立てに関する審
議会等における検討その
他の重要な経緯

裁決、決定そ
の他の処分が
される日に係
る特定日以後
10年

廃棄、ただし、以下
について移管
・法令の解釈やその
後の政策立案等に大
きな影響を与えた事
件に関するもの

⑷国又は行政機関を当事
者とする訴訟の提起その
他の訴訟に関する重要な
経緯

訴訟が終結す
る日に係る特
定日以後10年

廃棄、ただし、以下
について移管
・法令の解釈やその
後の政策立案等に大
きな影響を与えた事
件に関するもの



業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 具体例
保存
期間

保存期間終了時
の措置

標準文書保存期間基準（　第三管区海上保安本部　清水海上保安部　交通課　）
令和６年１２月２日　現在

事　項

①行政文書ファイル管理簿その他の業
務に常時利用するものとして継続的に
保存すべき行政文書

・行政文書ファイル管理簿 常用
（無期限）

②取得した文書の管理を行うための帳
簿

・受付簿 5年

③決裁文書の管理を行うための帳簿 ・決裁簿 30年

④行政文書ファイル等の移管又は廃棄
の状況が記録された帳簿（⑤に掲げる
ものを除く。）

・移管・廃棄簿 20年

⑤第22条第4項に規定する行政文書ファ
イル等の廃棄の記録

・廃棄の記録 5年

5 契約に関する事項 契約に関する重要な経緯
（1の項から4の項までに
掲げるものを除く。）

契約に係る決裁文書及びその他契約に
至る過程が記録された文書

・仕様書案
・協議・調整経緯

契約が終了す
る日に係る特
定日以後5年

廃棄

6 海難の調査（運輸
安全委員会及び海
難審判所の行うも
のを除く。）に関
する事項

海難の調査（運輸安全委
員会及び海難審判所の行
うものを除く。）に関す
ること

海難の調査（運輸安全委員会及び海難
審判所の行うものを除く。）に関する
文書

・海難調査、通達等 5年 廃棄

清水海上保安部交通課の所掌に係る事務

4 文書の管理等に関
する事項

文書の管理等

廃棄

以下については、移
管
・移管・廃棄簿



業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 具体例
保存
期間

保存期間終了時
の措置

標準文書保存期間基準（　第三管区海上保安本部　清水海上保安部　交通課　）
令和６年１２月２日　現在

事　項

・航行安全通達 10年 廃棄

・水路通報・航行警報
・船舶気象通報、沿岸域情報提供システム

5年 廃棄

8 船舶交通の安全の
ために必要な資料
の収集及び処理に
関する事項

船舶交通の安全のために
必要な資料の収集及び処
理に関すること

船舶交通の安全のために必要な資料の
収集及び処理に関する文書

・ＭＩＣＳに関する通知、報告
・水路測量・調査に関する通知、報告

5年 廃棄

9 船舶交通に対する
障害の除去に関す
る事項

船舶交通に対する障害の
除去に関すること

船舶交通に対する障害の除去に関する
文書

・許可標識業務に関する通知、報告 5年 廃棄

10 海上保安庁以外の
者で船舶交通に対
する障害の除去又
は海域にある爆発
物件等の引揚げ若
しくは解散を行う
者の監督に関する
事項

海上保安庁以外の者で船
舶交通に対する障害の除
去又は海域にある爆発物
件等の引揚げ若しくは解
散を行う者の監督に関す
ること

海上保安庁以外の者で船舶交通に対す
る障害の除去又は海域にある爆発物件
等の引揚げ若しくは解散を行う者の監
督に関する文書

・機能補償に関する通知、報告 5年 廃棄

11 航法及び船舶交通
に関する信号に関
する事項

航法及び船舶交通に関す
る信号に関すること

航法及び船舶交通に関する信号に関す
る文書

・航行援助業務に関する文書 5年 廃棄

7 船舶交通の安全の
ために必要な事項
の通報に関する事
項

船舶交通の安全のために
必要な事項の通報に関す
ること

船舶交通の安全のために必要な事項の
通報に関する文書



業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 具体例
保存
期間

保存期間終了時
の措置

標準文書保存期間基準（　第三管区海上保安本部　清水海上保安部　交通課　）
令和６年１２月２日　現在

事　項

・港則法に関する通知、報告 10年

・港則法に関する市町村等との協議 5年

・港則及び航行安全に関する簡易な通知、報告 3年

港則法又は同法施行規則の規定による
届出書及び報告書

・入出港届
・係留施設使用届
・進水・入出渠届
・各種実績

3年

港則法又は同法施行規則の規定による
許可申請及び指定願

・危険物荷役許可申請
・危険物運搬許可申請
・停泊場所指定願
・各種省略許可申請
・私設信号使用許可
・港内工事作業許可申請

許認可又は指
定の効力が消
滅する日に係
る特定日以降

5年

危険物専用岸壁に係る文書 ・危険物専用岸壁承認願
・危険物荷役承認願

30年

船舶交通の制限又は禁止に関する文書 ・港長公示関係
・保安部長公示関係

公示、勧告、
命令の効力が
消滅する日に
係る特定日以

後10年

その他の法令に関する運用に関する文
書

・港湾計画関係 10年

13 海難防止に関する
事項

海難防止に関すること 海難防止に関する文書 ・海難防止に関する通知、報告
・海上安全指導員に関する通知、報告

5年 廃棄

廃棄12 港則法に関する事
項（海上における
危険物の荷役に伴
う災害の発生の防
止に関することを
除く）

港則法に関する事項（海
上における危険物の荷役
に伴う災害の発生の防止
に関することを除く）

港則法に関する文書（海上における危
険物の荷役に伴う災害の発生の防止に
関することを除く）



業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 具体例
保存
期間

保存期間終了時
の措置

標準文書保存期間基準（　第三管区海上保安本部　清水海上保安部　交通課　）
令和６年１２月２日　現在

事　項

14 航路標識及びその
付属施設の保守及
び運用に関する事
項

航路標識及びその付属施
設の保守及び運用に関す
ること

航路標識及びその付属施設の保守及び
運用に関する文書

・航路標識保守運用業務に関する通知、報告 5年 廃棄

15 航路標識の公示手
続きに関する事項

航路標識の公示手続きに
関すること

航路標識の公示手続きに関する文書 ・航路標識告示事項に関する通知、報告 5年 廃棄

16 航路標識の附属の
設備による気象の
観測及びその通報
に関する事項

航路標識の附属の設備に
よる気象の観測及びその
通報に関すること

航路標識の附属の設備による気象の観
測及びその通報に関する文書

・本部及び本部の事務所が行う航路標識の附属の
設備による気象の観測及びその通報を定める達

30年 廃棄

17 海上保安庁以外の
者で航路標識の建
設、保守又は運用
を行うものの監督
に関する事項

海上保安庁以外の者で航
路標識の建設、保守又は
運用を行うものの監督に
関すること

海上保安庁以外の者で航路標識の建
設、保守又は運用を行うものの監督に
関する文書

・航路標識設置の保守または、運用監督 5年 廃棄

18 航路標識に関する
調査、統計及び資
料の取りまとめに
関する事項

航路標識に関する調査、
統計及び資料の取りまと
めに関すること

航路標識に関する調査、統計及び資料
の取りまとめに関する文書

・航行援助業務の調査、統計及び資料関連 5年 廃棄

19 所掌事務に関する
事項共通

全業務共通 ①別途、正本・原本が管理されている
業務文書の写し
②定型的・日常的な業務連絡、日程表
等
③出版物や公表物を編集した文書
④海上保安庁の所掌事務に関する事実
関係の問合せへの対応
⑤明白な誤り等の客観的な正確性の観
点から利用に適さなくなった文書
⑥意思決定の途中段階で作成したもの
で、当該意思決定に与える影響がない
ものとして、長期間の保存を要しない
と判断される文書

1年未満 廃棄



業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 具体例
保存
期間

保存期間終了時
の措置

⑴行政手続法第２条第３
号の許認可等（以下「許
認可等」という。）に関
する重要な経緯

許認可等をするための決裁文書その他
許認可等に至る過程が記録された文書

・審査案
・理由

許認可等の効
力が消滅する
日に係る特定
日以後5年

廃棄

⑵行政手続法第２条第４
号の不利益処分（以下
「不利益処分」とい
う。）に関する重要な経
緯

不利益処分をするための決裁文書その
他当該処分に至る過程が記録された文
書

・処分案
・理由

処分がされる
日に係る特定
日以後５年

廃棄

①不服申立書又は口頭による不服申立
てにおける陳述の内容を録取した文書

・不服申立書
・録取書

②裁決、決定その他の処分をするため
の決裁文書その他当該処分に至る過程
が記録された文書

・弁明書
・反論書
・意見書

③裁決書又は決定書 ・裁決・決定書

①訴訟の提起に関する文書 ・訴状
・期日呼出状

②訴訟における主張又は立証に関する
文書

・答弁書
・準備書面
・各種申立書
・口頭弁論・証人等調書
・書証

③判決書又は和解調書 ・判決書
・和解調書

標準文書保存期間基準（　第三管区海上保安本部　清水海上保安部　田子の浦分室　）
令和６年１２月２日　現在

事　項

個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯

1 個人の権利義務の
得喪及びその経緯

⑶不服申立てに関する審
議会等における検討その
他の重要な経緯

裁決、決定そ
の他の処分が
される日に係
る特定日以後
10年

廃棄、ただし、以下
について移管
・法令の解釈やその
後の政策立案等に大
きな影響を与えた事
件に関するもの

⑷国又は行政機関を当事
者とする訴訟の提起その
他の訴訟に関する重要な
経緯

訴訟が終結す
る日に係る特
定日以後10年

廃棄、ただし、以下
について移管
・法令の解釈やその
後の政策立案等に大
きな影響を与えた事
件に関するもの



業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 具体例
保存
期間

保存期間終了時
の措置

標準文書保存期間基準（　第三管区海上保安本部　清水海上保安部　田子の浦分室　）
令和６年１２月２日　現在

事　項

⑴許認可等に関する重要
な経緯

許認可等をするための決裁文書その他
許認可等に至る過程が記録された文書

・審査案
・理由

許認可等の効
力が消滅する
日に係る特定
日以後5年

廃棄

⑵不利益処分に関する重
要な経緯

不利益処分をするための決裁文書その
他当該処分に至る過程が記録された文
書

・処分案
・理由

処分がされる
日に係る特定
日以後５年

廃棄

①不服申立書又は口頭による不服申立
てにおける陳述の内容を録取した文書

・不服申立書
・録取書

②裁決、決定その他の処分をするため
の決裁文書その他当該処分に至る過程
が記録された文書

・弁明書
・反論書
・意見書

③裁決書又は決定書 ・裁決・決定書

①訴訟の提起に関する文書 ・訴状
・期日呼出状

②訴訟における主張又は立証に関する
文書

・答弁書
・準備書面
・各種申立書
・口頭弁論・証人等調書
・書証

③判決書又は和解調書 ・判決書
・和解調書

①立案の検討に関する調査研究文書 ・自治体・民間企業の状況調査
・関係団体・関係者のヒアリング

②制定又は改廃のための決裁文書 ・訓令案・通達案
・行政文書管理規則案
・公印規程案

その他の事項

3 通達の制定又は改
廃及びその経緯

訓令及び通達の立案の検
討その他の重要な経緯
（１の項から2の項まで
に掲げるものを除く。）

10年 廃棄

2 法人の権利義務の
得喪及びその経緯

⑶不服申立てに関する審
議会等における検討その
他の重要な経緯

裁決、決定そ
の他の処分が
される日に係
る特定日以後
10年

廃棄、ただし、
以下について移管
・法令の解釈やその
後の政策立案等に大
きな影響を与えた事
件に関するもの

⑷国又は行政機関を当事
者とする訴訟の提起その
他の訴訟に関する重要な
経緯

訴訟が終結す
る日に係る特
定日以後10年

廃棄、ただし、以下
について移管
・法令の解釈やその
後の政策立案等に大
きな影響を与えた事
件に関するもの



業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 具体例
保存
期間

保存期間終了時
の措置

標準文書保存期間基準（　第三管区海上保安本部　清水海上保安部　田子の浦分室　）
令和６年１２月２日　現在

事　項

①行政文書ファイル管理簿その他の業
務に常時利用するものとして継続的に
保存すべき行政文書

・行政文書ファイル管理簿 常用
（無期限）

②取得した文書の管理を行うための帳
簿

・受付簿 5年

③決裁文書の管理を行うための帳簿 ・決裁簿 30年

④行政文書ファイル等の移管又は廃棄
の状況が記録された帳簿（⑤に掲げる
ものを除く。）

・移管・廃棄簿 20年

⑤第22条第4項に規定する行政文書ファ
イル等の廃棄の記録

・廃棄の記録 5年

5 契約に関する事項 契約に関する重要な経緯
（1の項から4の項までに
掲げるものを除く。）

契約に係る決裁文書及びその他契約に
至る過程が記録された文書

・仕様書案
・協議・調整経緯

契約が終了す
る日に係る特
定日以後5年

廃棄

6 分室長の官印及び
分室印の管理に関
する事項

分室長の官印及び分室印
の管理に関すること。

分室長の官印及び分室印の管理に関す
る文書

・公印押印簿 30年 廃棄

7 公文書類の受付、
発送及び審査に関
する事項

公文書類の受付、発送及
び審査に関すること

公文書類の受付、発送及び審査に関す
る文書

・文書管理
・行政文書監査

5年 廃棄

8 分室の所掌事務に
関する総合調整に
関する事項

分室の所掌事務に関する
総合調整に関すること

分室の所掌事務に関する総合調整に関
する文書

・通達、例規 10年（例規の
立案等、主管
するものは30

年）

廃棄

9 広報に関する事項 広報に関すること 広報に関する文書 ・広報掲載立案文書
・広報掲載依頼文書
・広報資料

5年 廃棄
以下について移管
・事件、事故、災害
にかかる広報資料

分室の所掌に係る事務

4 文書の管理等に関
する事項

文書の管理等

廃棄

以下については、移
管
・移管・廃棄簿



業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 具体例
保存
期間

保存期間終了時
の措置

標準文書保存期間基準（　第三管区海上保安本部　清水海上保安部　田子の浦分室　）
令和６年１２月２日　現在

事　項

10 庁内の管理に関す
る事項

庁内の管理に関すること 庁内の管理に関する文書 ・庁内の管理に関すること 5年 廃棄

11 表彰に関する事項 表彰に関すること 表彰に関する文書 ・表彰規則 10年 廃棄

12 職員の給与、服務
その他の人事並び
に教養及び訓練に
関する事項

職員の給与、服務その他
の人事並びに教養及び訓
練に関すること

職員の給与、服務その他の人事並びに
教養及び訓練に関する文書

・年末調整（扶養控除申告書）
・給与法、人事院規則、給実甲改正

5年 廃棄

13 職員の衛生、医療
その他の福利厚生
に関する事項

職員の衛生、医療その他
の福利厚生に関すること

職員の衛生、医療その他の福利厚生に
関する文書

・健診・予防接種関係
・一般健診・人間ドック申請・結果

5年 廃棄

14 海上保安官に協力
援助した者等の災
害給付に関する事
項

海上保安官に協力援助し
た者等の災害給付に関す
ること

海上保安官に協力援助した者等の災害
給付に関する文書

・協力援助法関係規則 10年 廃棄

15 職員に貸与する宿
舎に関する事項

職員に貸与する宿舎に関
すること

職員に貸与する宿舎に関する文書 ・国有財産関連規則
・宿舎明渡猶予関係

5年 廃棄

16 海上保安協会支部
の指導、監督に関
する事項

海上保安協会支部の指
導、監督に関すること

海上保安協会支部の指導、監督に関す
る文書

・海上保安協会関連規則 5年 廃棄

17 官用車の保守管理
に関する事項

官用車の保守管理に関す
ること

官用車の保守管理に関する文書 ・官用車保守管理 5年 廃棄

18 留置場に関する事
項

留置場に関すること 留置場に関する文書 ・留置業務
・取調監査

5年 廃棄

19 歳入歳出外現金出
納官吏の事務に関
する事項

歳入歳出外現金出納官吏
の事務に関すること

歳入歳出外現金出納官吏の事務に関す
る文書

・保管金受領証書
・担保金領収報告書

5年 廃棄

20 国有財産の事務に
関する事項

国有財産の事務に関する
こと

国有財産の事務に関する文書 ・国有財産管理台帳
・国有財産関係船舶国籍証書の検認

30年 廃棄

21 海上における法令
の違反の防止に関
する事項

海上における法令の違反
の防止に関すること

海上における法令の違反の防止に関す
る文書

・捜査に関する例規 10年（例規の
立案等、主管
するものは30
年）

廃棄



業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 具体例
保存
期間

保存期間終了時
の措置

標準文書保存期間基準（　第三管区海上保安本部　清水海上保安部　田子の浦分室　）
令和６年１２月２日　現在

事　項

22 海上における犯罪
の鑑識及び統計に
関する事項

海上における犯罪の鑑識
及び統計に関すること

海上における犯罪の鑑識及び統計に関
する文書

・検定関連
・例規

10年（例規の
立案等、主管
するものは30
年）

廃棄

23 海上における犯罪
の捜査及びこれに
係る犯人又は被疑
者の逮捕並びに犯
人又は被疑者の海
上における逮捕に
関する事項

海上における犯罪の捜査
及びこれに係る犯人又は
被疑者の逮捕並びに犯人
又は被疑者の海上におけ
る逮捕に関すること。

海上における犯罪の捜査及びこれに係
る犯人又は被疑者の逮捕並びに犯人又
は被疑者の海上における逮捕に関する
文書

・捜査に関する例規 10年（例規の
立案等、主管
するものは30
年）

廃棄

24 海上における人命
及び財産の保護並
びに公共の秩序の
維持に関する事項

海上における人命及び財
産の保護並びに公共の秩
序の維持に関すること

海上における人命及び財産の保護並び
に公共の秩序の維持に関する文書

・救難例規 10年（例規の
立案等、主管
するものは30
年）

廃棄

25 国際捜査共助に関
する事項

国際捜査共助に関するこ
と

国際捜査共助に関する文書 ・国際捜査共助共助規則 10年 廃棄

26 海洋汚染等及び海
上災害の防止に関
する法律第2章、第
2章の2、第3章、第
4章、第4章の2及び
第7章の規定に基づ
く承認、登録、確
認、届出の受理及
び報告の徴集に関
する事項

海洋汚染等及び海上災害
の防止に関する法律第2
章、第2章の2、第3章、
第4章、第4章の2及び第7
章の規定に基づく承認、
登録、確認、届出の受理
及び報告の徴集に関する
こと。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関す
る法律第2章、第2章の2、第3章、第4
章、第4章の2及び第7章の規定に基づく
承認、登録、確認、届出の受理及び報
告の徴集に関する文書

・海洋汚染対策
・廃棄物排出船の登録申請

30年 廃棄

27 海洋汚染等及び海
上災害の防止のた
めの措置に関する
実施の計画に関す
る事項

海洋汚染等及び海上災害
の防止のための措置に関
する実施の計画に関する
こと

海洋汚染等及び海上災害の防止のため
の措置に関する実施の計画に関する文
書

防除措置命令 3年 廃棄

28 海洋の汚染及び海
上災害の防止のた
めの措置の実施に
関する事項

海洋の汚染及び海上災害
の防止のための措置の実
施に関すること

海洋の汚染及び海上災害の防止のため
の措置の実施に関する文書

・防除措置の実施の要請 5年 廃棄



業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 具体例
保存
期間

保存期間終了時
の措置

標準文書保存期間基準（　第三管区海上保安本部　清水海上保安部　田子の浦分室　）
令和６年１２月２日　現在

事　項

29 海洋の汚染状況の
監視及び調査に関
する事項

海洋の汚染状況の監視及
び調査に関すること

海洋の汚染状況の監視及び調査に関す
る文書

・防災例規 10年（例規の
立案等、主管
するものは30
年）

廃棄

30 海上の汚染の防止
に関する地方公共
団体、その他の関
係機関との連絡に
関する事項

海上の汚染の防止に関す
る地方公共団体、その他
の関係機関との連絡に関
すること

海上の汚染の防止に関する地方公共団
体、その他の関係機関との連絡に関す
る文書

・業務協定
・排出油等災害対策協議会

10年 廃棄

31 立入検査に関する
事項

立入検査に関すること 立入検査に関する文書 ・立入検査等実施規則 10年 廃棄

32 警備救難業務に係
る情報収集、整理
及び通報に関する
事項

警備救難業務に係る情報
収集、整理及び通報に関
すること。

警備救難業務に係る情報収集、整理及
び通報に関する文書

・例規 10年（例規の
立案等、主管
するものは30
年）

廃棄

33 海上における警衛
及び警護に関する
事項

海上における警衛及び警
護に関すること

海上における警衛及び警護に関する文
書

・警衛実施 10年（例規の
立案等、主管
するものは30
年）

廃棄

34 海上における暴動
及び騒乱の鎮圧に
関する事項

海上における暴動及び騒
乱の鎮圧に関すること

海上における暴動及び騒乱の鎮圧に関
する文書

・制圧班・制圧訓練 10年（例規の
立案等、主管
するものは30
年）

廃棄

35 沿岸水域における
巡視警戒に関する
事項

沿岸水域における巡視警
戒に関すること

沿岸水域における巡視警戒に関する文
書

・業務協定、覚書 30年 廃棄

36 海難の際の人命、
積荷及び船舶の救
助並びに天災事変
その他救済を必要
とする場合におけ
る援助に関する事
項

海難の際の人命、積荷及
び船舶の救助並びに天災
事変その他救済を必要と
する場合における援助に
関すること

海難の際の人命、積荷及び船舶の救助
並びに天災事変その他救済を必要とす
る場合における援助に関する文書

・業務協定 10年 廃棄



業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 具体例
保存
期間

保存期間終了時
の措置

標準文書保存期間基準（　第三管区海上保安本部　清水海上保安部　田子の浦分室　）
令和６年１２月２日　現在

事　項

・火工品の整備計画(救難業務にかかるもの） 3年 廃棄

・武器・弾薬関連
・火工品の整備計画

10年
（例規の立案
等、主管する
ものは30年）

38 遭難船舶の救護並
びに漂流物及び沈
没品の処理に関す
る制度に関する事
項

遭難船舶の救護並びに漂
流物及び沈没品の処理に
関する制度に関すること

遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没
品の処理に関する制度に関する文書

・法令 10年 廃棄

39 海上保安庁以外の
者で海上において
人命、積荷及び船
舶の救助を行うも
のの監督に関する
事項

海上保安庁以外の者で海
上において人命、積荷及
び船舶の救助を行うもの
の監督に関すること

海上保安庁以外の者で海上において人
命、積荷及び船舶の救助を行うものの
監督に関する文書

・協力依頼
・表彰事務

5年 廃棄

40 航法及び船舶交通
に関する信号に関
する事項

航法及び船舶交通に関す
る信号に関すること

航法及び船舶交通に関する信号に関す
る文書

・航行援助業務に関する文書 5年 廃棄

41 通信施設の保守及
び運用に関する事
項

通信施設の保守及び運用
に関すること

通信施設の保守及び運用に関する文書 ・無線局に関する通知、報告 10年 廃棄

42 船舶交通の障害の
除去に関する事項

船舶交通の障害の除去に
関すること

船舶交通の障害の除去に関する文書 ・許可標識業務に関する通知、報告 5年 廃棄

43 海難防止及び海難
調査並びに海難救
助等に関する統計
に関する事項

海難防止及び海難調査並
びに海難救助等に関する
統計に関すること

海難防止及び海難調査並びに海難救助
等に関する統計に関する文書

・海難防止に関する通知、報告
・海上安全指導員に関する通知、報告

3年 廃棄

37 警備救難の業務に
使用する武器、火
器、火薬、爆薬、
火工品及び付属品
の整備計画、取扱
いに関する事項

警備救難の業務に使用す
る武器、火器、火薬、爆
薬、火工品及び付属品の
整備計画、取扱いに関す
ること

警備救難の業務に使用する武器、火
器、火薬、爆薬、火工品及び付属品の
整備計画、取扱いに関する文書



業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 具体例
保存
期間

保存期間終了時
の措置

標準文書保存期間基準（　第三管区海上保安本部　清水海上保安部　田子の浦分室　）
令和６年１２月２日　現在

事　項

港則法に関する文書 ・港則法に関する通知、報告
・港則法に関する市町村等との協議

10年

港則法又は同法施行規則の規定による
届出書及び報告書

・入出港届
・係留施設使用届
・進水・入出渠届
・各種実績

3年

港則法又は同法施行規則の規定による
許可申請及び指定願

・危険物荷役許可申請
・危険物運搬許可申請
・停泊場所指定願
・各種省略許可申請
・私設信号使用許可
・港内工事作業許可申請

許認可又は指
定の効力が消
滅する日に係
る特定日以降

5年

危険物専用岸壁に係る文書 ・危険物専用岸壁承認願
・危険物荷役承認願

30年

船舶交通の制限又は禁止に関する文書 ・港長公示関係
・保安部長公示関係

公示、勧告、
命令の効力が
消滅する日に
係る特定日以

後10年

その他の法令に関する運用に関する文
書

・港湾計画関係 10年

45 港則法第37条の3の
規定に基づく港長
の職権に関する事
項

港則法第37条の3の規定
に基づく港長の職権に関
すること。

港則法第37条の3の規定に基づく港長の
職権に関する文書

・保安部長公示 10年 廃棄

廃棄44 港則法に関する事
項

港則法に関する事項



業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 具体例
保存
期間

保存期間終了時
の措置

標準文書保存期間基準（　第三管区海上保安本部　清水海上保安部　田子の浦分室　）
令和６年１２月２日　現在

事　項

46 港長の印の保管に
関する事項

港長の印の保管に関する
こと

港長の印の保管に関する文書 ・港長業務実施要領 10年 廃棄

47 死亡認定に関する
事項

死亡認定に関すること 死亡認定に関する文書 ・死亡認定に関する文書 30年 廃棄

48 警察、税関、検疫
所その他の関係行
政庁との間におけ
る協力、共助及び
連絡に関する事項

警察、税関、検疫所その
他の関係行政庁との間に
おける協力、共助及び連
絡に関すること。

警察、税関、検疫所その他の関係行政
庁との間における協力、共助及び連絡
に関する文書

・覚書
・業務協定

30年 廃棄

49 船舶交通の安全の
ために必要な事項
の通報に関する事
項

船舶交通の安全のために
必要な事項の通報に関す
ること。

船舶交通の安全のために必要な事項の
通報に関する文書

・各港関連協議 3年 廃棄

50 海洋汚染及び海上
災害の防止に関す
る法律第42条の7の
規定による命令及
び同法第42条の8の
規定による処分に
関する事項

海洋汚染及び海上災害の
防止に関する法律第42条
の7の規定による命令及
び同法第42条の8の規定
による処分に関するこ
と。

海洋汚染及び海上災害の防止に関する
法律第42条の7の規定による命令及び同
法第42条の8の規定による処分に関する
文書

・防災例規 10年 廃棄

51 警備救難の業務に
使用する船舶の運
用に関する事項

警備救難の業務に使用す
る船舶の運用に関するこ
と。

警備救難の業務に使用する船舶の運用
に関する文書

・巡視船艇運用計画
・巡視船艇及び航空機運用の基本方針
・巡視船艇及び航空機運用の基本指針等例規

5年 廃棄

52 外国による日本船
舶のだ捕に関する
事項

外国による日本船舶のだ
捕に関すること。

外国による日本船舶のだ捕に関する文
書

・覚書
・業務協定

30年 廃棄



業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 具体例
保存
期間

保存期間終了時
の措置

標準文書保存期間基準（　第三管区海上保安本部　清水海上保安部　田子の浦分室　）
令和６年１２月２日　現在

事　項

53 所掌事務に関する
事項共通

全業務共通 ①別途、正本・原本が管理されている
業務文書の写し
②定型的・日常的な業務連絡、日程表
等
③出版物や公表物を編集した文書
④海上保安庁の所掌事務に関する事実
関係の問合せへの対応
⑤明白な誤り等の客観的な正確性の観
点から利用に適さなくなった文書
⑥意思決定の途中段階で作成したもの
で、当該意思決定に与える影響がない
ものとして、長期間の保存を要しない
と判断される文書

1年未満 廃棄


